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１. 改正の背景

○建築基準法の改正

建築基準法の改正が含まれた「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律（令和６年法律第５３号） 」が令和６年６月１９日に

公布されたため、関連する大津市手数料条例の改正を行う。

条例改正に関わる事項としては、国・県等が建築を行う際の手続きを定めた建築基準法第

１８条に、民間の指定確認検査機関で行う手続きに関する項が追加され、以下のとおり項ず

れが生じたもの。

●手数料条例改正の対象となる法律の条項

・建築基準法第１８条

条項内容 旧 新

工事が完了した旨の通知 第１６項 第２０項

工事が特定工程に達した旨の通知 第１９項 第２８項

検査済証が交付されるまでの建築物の使用制限 第２４項 第３８項
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２. 改正内容

○大津市手数料条例の改正内容

●改正箇所・要旨

    ・条例 別表（第２条関係）１８ 建築物の確認等（４）～（１２）

 ・法改正により繰下げが生じた項を引用している、大津市手数料条例の関連部

 分について所要の整理を行う。

●施行日

条例の公布日又は「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律 の整備に関する法律」に定める施行日（法律の公布日

から６か月内）のいずれか遅い日から施行する。

※金額に関する改正はなし
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現行 改正後（案）

第１条 ～ 第９条 省略 第１条 ～ 第９条 省略

附 則 附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成12年4月1日から施行する。

（施行期日）

１ この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

２ 改正後の大津市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以

後に申請を受理するものについて適用し、同日前に申請を受理

したものについては、なお従前の例による。

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

３ 志賀町の区域の編入の日前にした志賀町使用料および手数料

条例(昭和42年志賀町条例第26号)に違反する行為に対する罰

則の適用については、同条例の例による。

(経過措置)

２ 改正後の大津市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以

後に申請を受理するものについて適用し、同日前に申請を受理

したものについては、なお従前の例による。

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

３ 志賀町の区域の編入の日前にした志賀町使用料および手数料

条例(昭和42年志賀町条例第26号)に違反する行為に対する罰

則の適用については、同条例の例による。

＜省略＞ ＜省略＞

附 則(令和６年３月２５日条例第１１号)

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

附 則(令和６年３月２５日条例第１１号)

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

新 規 附 則(令和６年 月 日条例第 号)

この条例は、公布の日又は地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和６年法律第

５３号）第７条の規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
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現行 改正後（案）

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

１～１７ 省略 １～１７ 省略

１８ 建築物の確認等 １８ 建築物の確認等

（１）～（３）省略 （１）～（３）省略

（４） 第７号に規定する建築物以外の建築物に関する建築基準法第

７条第１項の規定に基づく完了検査申請又は同法第１８条第１６項

の規定に基づく完了の通知に対する審査

（４） 第７号に規定する建築物以外の建築物に関する建築基準法第

７条第１項の規定に基づく完了検査申請又は同法第１８条第２０項

の規定に基づく完了の通知に対する審査

（ア～イ 省略） （ア～イ 省略）

（５） 第８号に規定する建築設備以外の建築設備に関する建築基準

法第８７条の４において準用する同法第７条第１項の規定に基づく

完了検査申請又は同法第８７条の４において準用する同法第１８条

第１６項の規定に基づく完了の通知に対する審査 １件につき ３

４，０００円（小荷物専用昇降機については、１９，０００円）

（５） 第８号に規定する建築設備以外の建築設備に関する建築基準

法第８７条の４において準用する同法第７条第１項の規定に基づく

完了検査申請又は同法第８７条の４において準用する同法第１８条

第２０項の規定に基づく完了の通知に対する審査 １件につき ３

４，０００円（小荷物専用昇降機については、１９，０００円）

（６） 建築基準法第８８条第１項において準用する同法第７条第１

項の規定に基づく工作物に関する完了検査申請又は同法第８８条第

１項において準用する同法第１８条第１６項の規定に基づく完了の

通知に対する審査 １件につき ２７，０００円

（６） 建築基準法第８８条第１項において準用する同法第７条第１

項の規定に基づく工作物に関する完了検査申請又は同法第８８条第

１項において準用する同法第１８条第２０項の規定に基づく完了の

通知に対する審査 １件につき ２７，０００円
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現行 改正後（案）

（７） 建築基準法第７条の３第１項の特定工程に係る建築物に関す

る同法第７条第１項の規定に基づく完了検査申請又は同法第１８条

第１６項の規定に基づく完了の通知に対する審査

（ア～イ 省略）

（７） 建築基準法第７条の３第１項の特定工程に係る建築物に関す

る同法第７条第１項の規定に基づく完了検査申請又は同法第１８条

第２０項の規定に基づく完了の通知に対する審査

（ア～イ 省略）

（８） 建築基準法第８７条の４において準用する同法第７条の３第

１項の特定工程に係る建築設備に関する同法第８７条の４において

準用する同法第７条第１項の規定に基づく完了検査申請又は同法第

８７条の４において準用する同法第１８条第１６項の規定に基づく

完了の通知に対する審査 １件につき ３２，０００円（小荷物専

用昇降機については、１９，０００円）

（８） 建築基準法第８７条の４において準用する同法第７条の３第

１項の特定工程に係る建築設備に関する同法第８７条の４において

準用する同法第７条第１項の規定に基づく完了検査申請又は同法第

８７条の４において準用する同法第１８条第２０項の規定に基づく

完了の通知に対する審査 １件につき ３２，０００円（小荷物専

用昇降機については、１９，０００円）

（９） 建築基準法第７条の３第１項の規定に基づく建築物に関する

中間検査申請又は同法第１８条第１９項の規定に基づく通知に対す

る審査

（金額表 省略）

（９） 建築基準法第７条の３第１項の規定に基づく建築物に関する

中間検査申請又は同法第１８条第２８項の規定に基づく通知に対す

る審査

（金額表 省略）

（１０） 建築基準法第８７条の４において準用する同法第７条の３

第１項の規定に基づく建築設備に関する中間検査申請又は同法第８

７条の４において準用する同法第１８条第１９項の規定に基づく通

知に対する審査 １件につき ２５，０００円（小荷物専用昇降機

については、１５，０００円）

（１０） 建築基準法第８７条の４において準用する同法第７条の３

第１項の規定に基づく建築設備に関する中間検査申請又は同法第８

７条の４において準用する同法第１８条第２８項の規定に基づく通

知に対する審査 １件につき ２５，０００円（小荷物専用昇降機

については、１５，０００円）
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現行 改正後（案）

（１１） 建築基準法第８８条第１項において準用する同法第７条の

３第１項の規定に基づく工作物に関する中間検査申請又は同法第８

８条第１項において準用する同法第１８条第１９項の規定に基づく

通知に対する審査 １件につき １７，０００円

（１１） 建築基準法第８８条第１項において準用する同法第７条の

３第１項の規定に基づく工作物に関する中間検査申請又は同法第８

８条第１項において準用する同法第１８条第２８項の規定に基づく

通知に対する審査 １件につき １７，０００円

（１２） 建築基準法第７条の６第１項第１号又は第１８条第２４項

（これらの規定を同法第８７条の４又は第８８条第１項若しくは第

２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく仮使用の認定

の申請に対する審査 １件につき １２０，０００円

（１２） 建築基準法第７条の６第１項第１号又は第１８条第３８項

（これらの規定を同法第８７条の４又は第８８条第１項若しくは第

２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく仮使用の認定

の申請に対する審査 １件につき １２０，０００円

（１３）～（６４）省略 （１３）～（６４）省略

１９～６０省略 １９～６０省略
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